
Ｒ ６ こ こ 家 第 号 外 

令 和 ７ 年 ３ 月 

関 係 各 位  

      

仙台市こども若者局こども家庭部 

こども家庭保健課長 

 

 

令和７年度 こどものこころの相談室について（ご案内） 

 

 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、本市の保健福祉行政の推進に

つきましては、日頃よりご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

各区保健福祉センターにおきましては、東日本大震災以降、「こどものこころの相談室」

を開設し、児童精神科医師及び臨床心理士が専門的な相談に応じております。 

つきましては、貴所でご心配なお子さんや保護者の方がいらっしゃる場合には、別添のチ

ラシ等によりご案内いただくとともに、貴所職員の皆様への周知につきましても、ご配慮い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. 日程及び場所 別添チラシのとおり 

 

2. 対象 仙台市にお住まいの 18歳未満の子どもと保護者 

 

3. 利用方法 事前予約制 

 

4. 申し込み先 対象の方がお住まいの区の家庭健康課、または総合支所保健福祉課 

          （相談場所は各区役所になります。） 

 

 

 

 

【担当】こども若者局こども家庭部こども家庭保健課 

家庭支援係 佐藤 TEL 214-8606 

 


